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今回の報告では、6月9日から7月16日までの美浜発電所の
状況等についてお知らせします。

美浜発電所の状況

美浜1号機 運転終了(平成27年4月27日)

美浜2号機 運転終了(平成27年4月27日)

美浜3号機 第25回定期検査中(平成23年5月14日～)

山
口
町
長
が
町
議
会
と
と
も
に
原
子
力

政
策
等
に
対
す
る
意
見
を
国
に
要
請

　

6
月
18
日
と
19
日
の
2
日
間
、
山
口
町

長
は
町
議
会
の
藤
本
議
長
を
は
じ
め
、
﨑

元
副
議
長
、
原
子
力
発
電
所
特
別
委
員
会

の
竹
仲
委
員
長
、
浜
野
副
委
員
長
と
と
も

に
、
原
子
力
規
制
庁
や
文
部
科
学
省
等
に

要
請
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

　

6
月
18
日
は
、
原
子
力
規
制
庁
を
訪
問

し
、
次
の
3
項
目
に
つ
い
て
要
請
し
ま
し

た
。①

美
浜
3
号
機
の
原
子
炉
設
置
変
更
許

　

可
申
請
、
ま
た
、
今
後
予
定
さ
れ
て

　

い
る
運
転
期
間
延
長
認
可
申
請
を
厳

　

正
か
つ
迅
速
に
審
査
す
る
こ
と
。

原
子
力
規
制
庁
へ
の
要
請
内
容(

要
旨)

②
新
規
制
基
準
適
合
性
審
査
や
敷
地
内

　

破
砕
帯
の
評
価
等
に
つ
い
て
、
科
学

　

的･

技
術
的
知
見
に
基
づ
き
審
査･

　

評
価
し
、
町
民
を
は
じ
め
、
国
民
に

　

分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
。

③
原
子
力
発
電
所
の
廃
炉
に
つ
い
て
、

　

安
全
確
保
を
最
優
先
に
円
滑
に
進
め

　

ら
れ
る
よ
う
厳
格
な
指
導
、
監
視
を

　

行
う
こ
と
。

　

当
日
面
談
し
た
原
子
力
規
制
庁
の
清
水

次
長
は
、
こ
の
要
請
に
対
し
次
の
と
お
り

述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

①
美
浜
3
号
機
の
原
子
炉
設
置
変
更
許
可

　

申
請
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が

　

あ
る
が
審
査
は
き
ち
っ
と
進
め
て
い
き

②
地
元
の
方
々
へ
の
説
明
は
、
重
要
だ
と

　

考
え
て
い
る
。
薩
摩
川
内
市
や
高
浜
町

　

に
は
、
審
査
し
た
責
任
者
が
出
向
き
説

　

明
し
て
お
り
、
高
浜
町
の
場
合
に
は
、

　

審
査
結
果
の
ビ
デ
オ
を
制
作
し
た
。
今

　

後
、
美
浜
発
電
所
の
申
請
が
認
可
さ
れ

　

れ
ば
、
地
元
の
要
望
に
対
応
し
て
い
き

　

た
い
。

③
今
後
、
事
業
者
か
ら
美
浜
1･

2
号
機

　

の
廃
止
措
置
計
画
の
申
請
が
提
出
さ
れ

　

る
と
思
う
が
、
審
査
は
し
っ
か
り
見
て

　

い
き
た
い
。

　

6
月
19
日
に
は
、
文
部
科
学
省
や
自
由

民
主
党
を
訪
問
し
、
次
の
9
項
目
に
つ
い

て
要
請
し
ま
し
た
。

■
原
子
力
政
策
に
つ
い
て

国
等
へ
の
要
請
内
容(

要
旨)

①
中
間
貯
蔵
施
設
や
最
終
処
分
場
等
の

②
原
子
力
発
電
の
重
要
性
と
必
要
性
に

　

つ
い
て
、
国
民
に
対
し
丁
寧
に
説
明

　

す
る
こ
と
。

③
エ
ネ
ル
ギ
ー
ミ
ッ
ク
ス
を
早
期
に
決

　

定
し
、
新
増
設･

リ
プ
レ
ー
ス
の
方

　

針
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

④
立
地
地
域
の
企
業
誘
致
支
援
制
度
を

　

創
設
す
る
と
と
も
に
、
電
気
料
金
割

　

引
制
度
を
拡
充
す
る
こ
と
。

⑤
電
源
三
法
交
付
金
の
交
付
対
象
期
間

　

を
施
設
の
解
体
撤
去
完
了
ま
で
と
し
、

　

町
が
行
う
経
済
振
興
や
雇
用
対
策
等
に

　

つ
い
て
財
政
支
援
を
行
う
こ
と
。

⑥
町
が
進
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育

　

体
験
施
設
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
教
育
の
拠

　

点
に
位
置
付
け
、
施
設
運
営
へ
の
人

　

的･

財
政
的
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま

　

た
、
学
習
指
導
要
領｢

エ
ネ
ル
ギ
ー

　

教
育｣

を
明
記
す
る
こ
と
。

■
立
地
地
域
対
策
に
つ
い
て

⑦
防
災
拠
点
の
機
能
強
化
や
避
難
先
と

　

の
連
携
強
化
等
へ
の
財
政
支
援
を
行

　

う
こ
と
。

■
原
子
力
防
災
対
策
に
つ
い
て

⑧
原
子
力
災
害
対
策
事
業
費
補
助
金
に

　

つ
い
て
、
一
時
集
合
施
設
に
対
す
る

　

耐
震
補
強
や
室
内
設
備
等
の
改
修
も

　

交
付
対
象
と
す
る
こ
と
。

⑨
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
や
屋
内
音
声
告
知

　

放
送
設
備
、
防
災
行
政
無
線
設
備
の

　

更
新
へ
の
財
政
支
援
を
行
う
こ
と
。

　

こ
の
要
請
に
対
し
、
国
か
ら
は
次
の
と

お
り
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

①
最
終
処
分
に
つ
い
て
は
、
全
国
で
シ
ン

　

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
な
ど
、
一
生
懸

　

命
取
り
組
ん
で
い
る
。(

経
済
産
業
省)

②
原
子
力
の
必
要
性
の
説
明
は
、
し
っ
か

　

り
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。(

経
済

　

産
業
省)

③
エ
ネ
ル
ギ
ー
ミ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
原
子

　

力
の
割
合
を
20
～
22
％
と
提
示
し
た
。

　

政
府
と
し
て
原
子
力
を
し
っ
か
り
活
用

　

し
て
い
く
と
い
う
意
志
を
示
し
た
数
字

　

と
考
え
て
い
る
。
新
増
設･

リ
プ
レ
ー

　

ス
は
、今
の
状
況
で
は
明
言
で
き
な
い
。

　

(

経
済
産
業
省)

④
電
気
料
金
割
引
制
度
は
、
地
域
に
お
い

　

て
状
況
が
異
な
る
の
で
難
し
い
が
、
知

　

恵
を
し
ぼ
っ
て
や
っ
て
い
き
た
い
。(

経

　

済
産
業
省)

⑤
結
論
が
出
て
い
な
い
が
、
立
地
地
域
経

　

済
へ
の
影
響
を
緩
和
す
る
よ
う
に
努
力

　

す
る
。(

経
済
産
業
省)

⑥
エ
ネ
ル
ギ
ー
教
育
が
重
要
だ
と
い
う
こ

　

と
は
十
分
認
識
し
て
い
る
。
エ
ネ
ル

　

ギ
ー
環
境
教
育
体
験
施
設
に
つ
い
て

　

は
、
今
後
運
営
の
面
で
も
出
来
る
限
り

　

支
援
し
て
い
く
。
ま
た
、
学
習
指
導
要

　

領
に
つ
い
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
し
て

　

は
充
実
し
て
き
て
い
る
が
、
引
き
続
き

　

努
力
し
た
い
。(

藤
井
文
部
科
学
副
大

　

臣)

⑦
避
難
先
の
資
機
材
整
備
等
に
つ
い
て
、

　

避
難
元
か
ら
間
接
的
に
支
援
で
き
る
制

　

度
が
あ
る
の
で
、
相
談
し
な
が
ら
進
め

　

て
い
き
た
い
。(

内
閣
府)

⑧(

内
閣
府
の)

予
算
は
限
ら
れ
て
い
る

　

が
、
範
囲
外
に
つ
い
て
も
、
地
域
の
安

　

全
の
た
め
に
関
係
省
庁
に
働
き
か
け
て

　

い
き
た
い
。(

内
閣
府)

⑨
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
改
修
は
、
現
制
度

　

で
は
災
害
時
等
で
の
使
用
に
限
定
さ
れ

　

て
い
る
。
通
常
時
の
使
用
と
す
る
た
め

　

に
は
、
制
度
改
正
等
が
必
要
な
の
で
、

　

少
し
時
間
を
い
た
だ
き
き
た
い
。(

内

　

閣
府)

　

町
で
は
、
今
後
も
町
議
会
と
連
携
し
な

が
ら
、
原
子
力
発
電
を
取
り
巻
く
課
題
や

問
題
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

7
月
7
日
に
、
原
子
力
発
電
所
が
立
地

す
る
県
内
4
市
町
の
首
長
及
び
議
長
で
構

成
す
る
福
井
県
原
子
力
発
電
所
所
在
市
町

協
議
会
は
、
福
井
県
や
福
井
県
議
会
に
国

の
原
子
力･

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
関
す
る

要
請
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

福
井
県
原
子
力
発
電
所
所
在
市
町
協
議
会
が

福
井
県
及
び
福
井
県
議
会
に
要
請
書
を
提
出

　

要
請
書
で
は
、
主
に
4
項
目
に
つ
い
て

国
に
要
望
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。

■
エ
ネ
ル
ギ
ー(

原
子
力)

政
策
に
つ
い
て

要
請
項
目

■
安
全
規
制･

プ
ラ
ン
ト
審
査
に
つ
い
て

■
原
子
力
防
災
対
策
に
つ
い
て

■
立
地
地
域
対
策
に
つ
い
て

関西電力㈱が原子力事業本部に
｢ 廃止措置技術センター ｣ 等を設置

　6 月 23 日に、美浜発電所の藤原健二所
長が ｢ 原子力事業本部の安全管理体制の強
化 ｣ を山口町長に報告するため、町役場に
来庁されました。
　藤原所長は、｢ 美浜 1,2 号機の廃止措置
を安全かつ着実に推進するため、原子力事
業本部 ( 郷市 ) に廃止措置関連業務を統括
する ｢ 廃止措置技術センター ｣ を設置する
とともに、県下における安全管理体制の強
化として、｢ 原子力調達センター ｣ と ｢ 原
子力土木建築センター ｣ を設置することと
した。｣ と報告されました。
　この報告に対し、山口町長は、｢ 廃止措置
技術センターの設置は、安全対策におい
て非常に大きい
役割を担うと思
う。廃止措置が
完了するまで、
安全を最優先に
進めていただき
たい。｣ と話され
ました。

↑原子力発電所に係る規制や審査方法について
　要請する山口町長

↑藤井文部科学副大臣に要請書を渡す山口町長

↑原子力事業本部 ( 郷市 ) に廃止措
　置技術センターの設置を報告する
　藤原所長 ( 写真左 )

　

た
い
。

　

こ
の
要
請
書
を
受
け
、
西
川
知
事
は

｢

政
府
の
し
っ
か
り
と
し
た
発
言
を
得
る

こ
と
が
大
事
。課
題
は
多
い
が
、県
民
に
理

解
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
整
備
に
一
緒

に
努
力
し
た
い
。｣

と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
仲
倉
議
長
は｢

要
請
内
容
は
県

議
会
と
し
て
国
に
要
請
し
て
き
た
こ
と
が

ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
今
後
も
情
報
交

換
を
し
な
が
ら
進
め
て
い
き
た
い
。｣

と

述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
今
後
も
本
協
議
会
の
会
員
間

の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
原
子
力
発
電
に

係
る
課
題
や
問
題
等
に
取
り
組
ん
で
い
き

ま
す
。

↑西川知事 ( 写真右 ) にエネルギー
　(原子力 )政策等について要請書を提出

　

諸
課
題
に
つ
い
て
、
早
期
解
決
に
向

　

け
た
取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と
。



8広報みはま2015.8 月号9

募集や案内等、さまざまな
お知らせをお届けします。

お知らせ
Mihama　Information

子育て支援センター　
　　　　　　３２－０１９２

町役場各部署直通電話番号

総　 務    課

企 画 政 策 課  

税　 務　 課

住 民 環 境 課

福　 祉　 課

健康づくり課 

商 工 観 光 課

農 林 水 産 課

土 木 建 築 課

学 校 教 育 課

はあとぴあ　３２－３１１１

町各施設電話番号

若狭国吉城歴史資料館　
　　　　　　３２－００５０

文化財室　　３２－００２７

給食センター３２－２１１１

丹生診療所　３９－１３０１

東部診療所　３７－２９１１

総合体育館　３２－３２００

エコクル美方　 ４５－２３００

な び あ す   ３２－１２１２

生 涯 学 習 課 (なびあす内)
　　　　　　　３２－６７０９

出　 納　 室

議 会 事 務 局

上 下 水 道 課

町立図書館(なびあす内)　
　　　　　　３２－００８３

３２－６７００

３２－６７０１

３２－６７０２

３２－６７０３

３２－６７０４

３２－６７１３

３２－６７０５

３２－６７０６

３２－６７０７

３２－６７０８

３２－６７１０

３２－６７１１

３２－１３４１

美浜創生･人口減少対策室
国 体 推 進 室　
　　　　　　　３２－６７１５

Mihama　Information

　

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
及
び
同
補
充
員

の
任
期
満
了
に
伴
い
、
6
月
17
日
の
平
成

27
年
第
3
回
美
浜
町
議
会
定
例
会
に
お
い

て
、
議
会
の
指
名
推
選
に
よ
り
、
次
の

方
々
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

任
期
は
、
平
成
27
年
7
月
3
日
か
ら
平

成
31
年
7
月
2
日
ま
で
で
す
。

　

こ
の
期
間
に
行
わ
れ
る
選
挙
に
関
す
る

事
務
及
び
す
べ
て
の
選
挙
に
つ
い
て
投
開

票
の
管
理
を
行
い
ま
す
。

▼
選
挙
管
理
委
員

・
上
圓 

尚
幸 

氏(

早
瀬)

・
中
谷 

恒
雄 

氏(

河
原
市)

・
納
谷 

力 

氏(

丹
生) 

※
再
選

・
西
村 

亨 

氏(

久
々
子)

▼
補
充
員

・
田
邉 

正 

氏(

金
山)

・
寺
尾 

政
孝 

氏(

佐
野)

・
中
村 

正
勇 

氏(

菅
浜) 

※
再
選

・
渡
邉 

喜
昭 

氏(

日
向)

　

ま
た
、
同
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
長

に
納
谷
力
氏
が
、
委
員
長
の
職
務
代
理
者

に
中
谷
恒
雄
氏
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
総
務
課(

担
当･

武
田)  

☎
32
︲
６
７
０
０

災
害
の
発
生
に
備
え
た

地
域
へ
の
情
報
提
供
の
同
意
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
災
害
発
生
時
や
そ
の
恐
れ
が

あ
る
時
に
、
支
援
が
必
要
な
方(

避
難
行

動
要
支
援
者)

に
対
し
、
避
難
支
援
等
関

係
者
へ
の
情
報
提
供
を
行
う
同
意
確
認
を

実
施
し
ま
す
。

　

同
意
さ
れ
た
情
報
は
、
災
害
発
生
時
等

に
要
支
援
者
の
安
否
確
認
や
避
難
支
援
に

活
用
し
ま
す
。

▼
避
難
行
動
要
支
援
者

● 

身
体
障
害
者(

身
体
障
害
者
手
帳
1
級
、

  

2
級
を
所
持
す
る
方)

● 

知
的
障
害
者(

療
育
手
帳
Ａ
1
、
Ａ
2

  

を
所
持
す
る
方)

● 

精
神
障
害
者(

精
神
障
害
者
保
健
福
祉

  

手
帳
1
級
、
2
級
を
所
持
す
る
方)

● 

65
歳
以
上
高
齢
者(

ひ
と
り
暮
ら
し
の

  

方
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
に
属
す
る
方)

● 

要
介
護
認
定
3
以
上
の
方

● 

右
記
に
準
ず
る
状
態
の
難
病
等
患
者

● 

右
記
の
ほ
か
、自
力
で
避
難
が
困
難
な
方

▼
情
報
提
供
同
意
の
方
法

　

平
成
27
年
4
月
1
日
現
在
で
、
避
難
行

動
要
支
援
者
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る

方
に
対
し｢

美
浜
町
避
難
行
動
要
支
援
者

名
簿
情
報
提
供
の
同
意
申
請
書｣

を
送
付

し
ま
す
。
情
報
提
供
に
同
意
さ
れ
る
方

は
、
同
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
押

印
の
う
え
、
平
成
27
年
8
月
28
日(

金)

ま

で
に
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
に
て
町
福
祉

課
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
福
祉
課(

担
当･

木
谷)  

☎
32
︲
６
７
０
４

(先着順)

　町では、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の
耐震診断及び補強プラン作成費用の一部を補助します。

□ 募集件数

□ 申込方法　町土木建築課へ申込書を提出
※申込書は、町ホームページまたは町土木建築課に
　あります。

美浜町木造住宅耐震診断等促進事業 検 索

　耐震診断の結果に基づき、具体的な補強方法、概算
の工事費用について提案を行うもの

耐震診断
　大地震での倒壊の可能性を判定する診断

□ 個人負担　一戸あたり 6,170円

木造住宅の耐震診断 と
補強プラン作成 を補助します！

補強プラン

2件

※
原
則
と
し
て
本
人
申
請
と
し
ま
す
が
、

　

本
人
が
申
請
で
き
な
い
場
合
は
、
配
偶

　

者
、
扶
養
義
務
者･

保
護
者
等
に
よ
る

　

代
理
申
請
が
で
き
ま
す
。

※お問い合わせ先　町企画政策課(担当･宇都宮) ☎32‐6701

ふるさと納税制度
美浜町を応援してください

　ふるさと納税は、ふるさとの県や市町村等へ寄附することで、
住民税等が軽減される制度です。美浜町で生まれ育った方や、
御縁がある方は、ぜひこの制度を利用して美浜町を応援してく
ださい。

【寄付のお申し出について】

で

■銀行振込で寄附
｢ 寄附申出書 ｣ に必要事項をご記入の上、郵送、メール、
ファックス等でご送付ください。
■現金書留で寄附
｢ 寄附申出書 ｣ に必要事項をご記入の上、現金書留専用封
筒に同封して郵送してください。
■現金で直接寄附
町企画政策課までお越しください。

　町には、当制度が始まった平成 20 年度以降、
253 件 ( 総額 9,669,975 円 ) の寄附金が全
国各地から寄せられました。( 平成 27 年 7 月
1 日現在 )　
　皆様からいただいた大切な寄附金は、町の発
展のため活用させていただきます。

※寄附申出書が必要な方はご連絡ください。
　町ホームページからもダウンロードできます。

｢
年
金
情
報
流
出｣

を
口
実
に
し
た

犯
罪
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

日
本
年
金
機
構 

専
用
電
話
窓
口

　

☎
０
１
２
０
︲
８
１
８
２
１
１

※
通
話
料
は
無
料
で
す
。

※
受
付
時
間
は
、
午
前
8
時
30
分
か
ら

　

午
後
9
時
で
す
。

　

年
金
情
報
流
出
に
つ
い
て
、
日
本
年
金

機
構
を
名
乗
っ
て
口
座
番
号
を
聞
き
出
そ

う
と
す
る
者
や
、｢

流
出
し
た
個
人
情
報

を
削
除
し
て
あ
げ
る｣

と
持
ち
か
け
て
く

る
者
が
現
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
、
こ
の
件
で
お
客

さ
ま
に
電
話
や
メ
ー
ル
で
連
絡
す
る
こ
と

や
、
現
金
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
要

求
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
等
を
お
願
い
す
る
こ

と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

　

年
金
情
報
流
出
が
確
認
さ
れ
た
方
へ
の

新
し
い
基
礎
年
金
番
号
は
、
郵
送
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

自
分
の
情
報
が
流
出
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
等
、
心
配
の
方
は
、
専
用
電
話
窓

口
ま
た
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
及
び

同
補
充
員
の
選
挙
結
果
に
つ
い
て

※
氏
名
は
50
音
順

▼
避
難
支
援
等
関
係
者

● 

民
生
委
員･

児
童
委
員

● 

区
の
自
主
防
災
組
織
等

● 

消
防
機
関

● 

警
察
機
関
等

※お問い合わせ先　町土木建築課(担当･増田) ☎32-6707
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Mihama　Information

● 

採
用
予
定
数　

　

消
防
吏
員
Ⅱ
類(

短
大･

高
校
卒
業
程
度)

　

2
人
程
度

● 

受
験
資
格

・
平
成
2
年
4
月
2
日
か
ら
平
成
10
年
4

月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

・
日
本
国
籍
を
有
す
る
者(

平
成
28
年
3

月
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
者
を
含
む)

● 

受
付
期
間

　

7
月
31
日(

金)

～
8
月
14
日(

金)

● 

1
次
試
験

・
日
時　

9
月
20
日(

日)

午
前
9
時
～

・
会
場　

敦
賀
美
方
消
防
組
合
消
防
本
部

・
科
目  

一
般
教
養
試
験(

高
校
卒
業
程

度
の
択
一
式
筆
記
試
験)

、
作
文
試
験
、

体
力
試
験

● 

2
次
試
験

・
日
時　

10
月
下
旬(

予
定)

　
　
　
　

(

第
1
次
試
験
合
格
者
に
通
知)

・
会
場　

敦
賀
美
方
消
防
組
合
消
防
本
部

・
科
目　

口
述
試
験(

個
人
面
接)

そ
の
他

● 

申
込
方
法

　

敦
賀
美
方
消
防
組
合
消
防
本
部
総
務

課
、
ま
た
は
敦
賀
、美
浜
、三
方
各
消
防
署

に
あ
る
受
験
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
敦
賀
美
方
消
防
組
合
消
防
本
部
総
務

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
に
よ
る
申
込
書
の
請
求
及
び
提
出

　

も
可
能
で
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

・
敦
賀
美
方
消
防
組
合
消
防
本
部
総
務
課

　

(

敦
賀
市
中
央
町
2
︲
1
︲
2)

☎
23
︲
９
９
８
３

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　

h
ttp

://fi re1
1
9
.to

n
2
1
.n

e.jp
/

・
事   

務　
　

4
人

・
保
育
士　
　

2
人

・
土
木
技
師　

1
人

・
保
健
師　
　

1
人

・
看
護
師　
　

1
人

● 

受
験
資
格

▽
事　

務

　

学
歴
及
び
性
別
を
問
わ
ず
、
昭
和
61
年

4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者

▽
保
育
士

　

保
育
士
資
格
を
有
す
る
者(

平
成
28
年

3
月
末
ま
で
に
資
格
取
得
見
込
み
の
者
を

含
む)

で
、
昭
和
56
年
4
月
2
日
以
降
に

生
ま
れ
た
者

● 

申
込
方
法

　

町
総
務
課
で
交
付
す
る
申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
町
総
務
課
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
、
郵
便
で
請
求
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
申
込
書
の
取
得
や
受

験
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

● 

1
次
試
験

・
日
時  

9
月
20
日(

日)

午
前
8
時
45
分
～

・
会
場  

県
立
若
狭
高
等
学
校

・
内
容  

適
性
検
査･

教
養
試
験

・
合
格
発
表　

10
月
中
旬

● 

受
付
期
間

　

7
月
23
日(

木)

～
8
月
13
日(

木)

　

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

　

※
土
曜
日
・
日
曜
日
は
除
く

● 
2
次
試
験

　

10
月
下
旬
に
、
1
次
試
験
合
格
者
に
対

し
、
作
文
試
験
及
び
口
述
試
験
を
行
い
ま

す
。

● 

最
終
合
格
者
発
表　

11
月
中
旬

※
お
問
い
合
わ
せ
先

・
町
総
務
課
︵
担
当･

瀬
戸
︶

☎
32
︲
６
７
０
０

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス 

　

h
ttp

://w
w

w
.to

w
n
.m

ih
am

a.

　

fu
ku

i.jp

● 

採
用
予
定
数

平
成
28
年
4
月
採
用
の

　
　
　
　
　

敦
賀
美
方
消
防
組
合
消
防
職
員
採
用

候
補
者
試
験(

後
期)

を
募
集
し
ま
す

平
成
28
年
4
月
採
用
予
定
の

　
　
　

美
浜
町
職
員
を
募
集
し
ま
す

　

父
母
の
離
婚
等
で
、
父
ま
た
は
母
と
生

計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
が
育
成
さ

れ
る
家
庭(

ひ
と
り
親
家
庭
等)

の
生
活
の

安
定
と
、
自
立
促
進
の
た
め
に
支
給
さ
れ

る
手
当
で
す
。

※
こ
こ
で
い
う
児
童
と
は
、18
歳
に
達
す
る

　

日
以
後
の
最
初
の
3
月
31
日
ま
で
の
間
に

　

あ
る
方
、ま
た
は
、20
歳
未
満
で
政
令
の

　

定
め
る
程
度
の
障
が
い
が
あ
る
方
で
す
。

　

20
歳
未
満
で
、
精
神
ま
た
は
身
体
に
障

が
い
の
あ
る
児
童
を
監
護
す
る
父
、
ま
た

は
母
、
も
し
く
は
、
父
母
に
か
わ
っ
て
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
る
手

当
で
す
。

※
児
童
が
障
が
い
を
理
由
に
、
年
金
を
受

　

け
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
や
、
児
童
福

　

祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
場
合
は
、

　

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

請
求
の
手
続
き
や
支
給
要
件
等
、
詳
し

く
は
町
福
祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
福
祉
課(

担
当･

青
池
美
里)　

☎
32
︲
６
７
０
４

　

手
当
の
支
給
開
始
は
、
申
請
の
翌
月
分

か
ら
と
な
り
ま
す
。
支
給
要
件
に
該
当
す

る
方
で
、
ま
だ
手
当
の
請
求
を
さ
れ
て
い

な
い
方
は
お
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

児
童
扶
養
手
当｢

現
況
届｣･

特
別
児
童
扶
養
手
当｢

所
得
状
況
届｣

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
者
を

募
集
し
ま
す

　

県
で
は
、
平
時
か
ら
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
登
録
を
受
け
付
け
て
お
り
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
募
集
す
る
際
に
は
、
登
録
者
に

対
し
て
い
ち
早
く
情
報
を
メ
ー
ル
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

一
昨
年
の
嶺
南
地
域
で
の
豪
雨
災
害
の

際
も
、
県
内
外
か
ら
多
く
の
登
録
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
駆
け
付
け
、
被
災
家
屋
の
清
掃

や
が
れ
き
の
撤
去
等
の
活
動
を
行
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
登
録
は｢

社

会
貢
献
活
動
支
援
ネ
ッ
ト｣

か
ら
、
活
動

分
野
で｢

災
害
救
援｣

を
選
択
し
て
登
録
し

て
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

・
ふ
く
い
県
民
活
動･

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ

　

ン
タ
ー

☎
０
７
７
６
︲
29
︲
２
５
２
２

・｢

社
会
貢
献
活
動
支
援
ネ
ッ
ト｣

HP

　

h
ttp

s://w
w

w
.n

avi-fu
ku

i.jp
/

若
者
の
就
職
に
関
す
る
出
張
相
談
会

を
開
催
し
ま
す

● 

日
時

　8
月
7
日(

金)

　
　
　
　

正
午
～
午
後
4
時

● 

会
場

　は
あ
と
ぴ
あ

● 

相
談
内
容

・
就
職
に
つ
い
て
の
悩
み

・
心
の
不
調
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

の
課
題 

等

※
専
門
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
相
談
に
応
じ

　

ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

ふ
く
い
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

(

サ
ポ
ス
テ
ふ
く
い)

☎
０
７
７
６
︲
21
︲
０
３
１
１

　

ふ
く
い
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

で
は
、
15
歳
～
39
歳
ま
で
の
若
者
や
そ
の

家
族
を
対
象
と
し
た
就
職
に
関
す
る
出
張

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

働
く
た
め
の
一
歩
が
踏
み
出
せ
な
い
、

働
く
自
信
が
な
い
、
自
分
ら
し
い
仕
事
が

分
か
ら
な
い
等
、
就
職
に
つ
い
て
の
悩
み

を
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
保
健
師

　

保
健
師
資
格
を
有
す
る
者(

平
成
28
年

3
月
末
ま
で
に
資
格
取
得
見
込
み
の
者
を

含
む)

で
、
昭
和
61
年
4
月
2
日
以
降
に

生
ま
れ
た
者

▽
土
木
技
師

　

専
門
課
程
を
履
修
し
た
者(

平
成
28
年

3
月
末
ま
で
に
履
修
見
込
み
の
者
を
含

む)

ま
た
は
土
木
技
師
と
し
て
の
経
験
を

有
す
る
者
で
、
昭
和
61
年
4
月
2
日
以
降

に
生
ま
れ
た
者

▽
看
護
師

　

看
護
師
資
格
を
有
す
る
者(

平
成
28
年

3
月
末
ま
で
に
資
格
取
得
見
込
み
の
者
を

含
む)

で
、
昭
和
61
年
4
月
2
日
以
降
に

生
ま
れ
た
者

　

現
在
、児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る

人
は｢

現
況
届｣

を
、特
別
児
童
扶
養
手
当

を
受
け
て
い
る
人
は｢

所
得
状
況
届｣

を
必

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
届
は
、
手
当
を
引
き
続
き
受
け
る

資
格
の
審
査
を
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の

で
す
。

※
公
的
年
金(

遺
族
年
金
、
障
害
年
金
等)

　

を
受
給
し
て
い
る
方
で
、
年
金
額
が
児

　

童
扶
養
手
当
額
よ
り
低
い
方
は
、
そ
の

　

差
額
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き

　

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

▼
児
童
扶
養
手
当

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当

 

● 

提
出
期
限

　

・
児
童
扶
養
手
当

　
　

平
成
27
年
8
月
28
日(

金)

　

・
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
　

平
成
27
年
9
月
4
日(

金)

※
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
を
卒
業
し
た

　

者
及
び
卒
業
見
込
み
の
者
を
除
く
。


